
明
治
期
に
お
け
る
真
宗
教
学
史
の
素
描

は

じ

め

に

 

明
治
期
の
四
十
五
年
に
わ
た
る
真
宗
教
学
界
の
変
遷
は
、

そ
の
教 

義

・
安
心
を
宗
学
と
し
て
研
鑽
す
る
宗
門
に
と
っ
て
、

王
政
復
古 

を
な
し
と
げ
た
維
新
政
府
が
最
初
に
断
行
し
た
神
仏
分
離
策
に
対 

し
、

そ
れ
を
如
何
に
対
処
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
、
仏
教
各
宗 

共
通
の
課
題
を
も
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
は
国 

家
的
神
道
主
義
を
も
っ
て
、
皇
道
衰
退
の
原
因
が
仏
教
に
あ
る
と 

い
う
考
え
の
も
と
に
、

明
治
元
年
三
月
二
十
八
日
、

い
わ
ゆ
る 

「
神
仏
判
然
ノ
御
沙
汰
」
と
称
す
る
布
告
が
発
せ
ら
れ
、

そ
れ
は 

必
然
的
に
、
排
仏
毁
釈
の
方
針
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

か 

く
て
、

こ
の
急
変
に
対
し
仏
教
界
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
門
的
立
場 

を
超
え
て
、
仏
教
が
国
家
の
存
立
を
危
殆
に
導
く
も
の
で
は
決
し 

て
な
く
、

か
え
っ
て
維
新
の
宏
業
を
扶
翼
す
る
も
の
で
あ
る
と
主

細 

川 

行 

信 

張
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

か
か
る
事
情
に
つ
い
て
の
研
究
は
可
成 

り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
上
に
贅
言
を
さ
し
は
さ
む
余
地 

は
な
い
。

し
か
し
、

こ
れ
と
直
接
に
関
連
す
る
護
法
運
動
は
、
す 

で
に
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
胎
動
が
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん 

徳
川
幕
府
の
仏
教
保
護
策
は
、
各
宗
門
指
導
者
を
し
て
、
徒
ら
に 

教
権
を
た
よ
る
方
向
に
赴
か
せ
、

ひ
と
し
く
泰
平
ム
ー
ド
に
つ
つ 

ま
れ
て
、
安
心
上
の
靜
論
が
繰
り
か
え
さ
れ
た
事
ど
も
を
知
り
う 

る
が
、

し
か
し
、

こ
う
し
た
な
か
で
華
厳
の
鳳
潭
や
浄
土
の
普
寂 

な
ど
の
如
く
、
真
剣
に
仏
教
守
護
の
た
め
、
確
固
な
る
信
念
を
も 

っ
て
研
鑽
に
励
む
学
匠
が
あ
っ
て
、
そ
の
門
下
に
は
宗
派
を
こ
え 

て
勉
学
す
る
多
く
の
僧
侶
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
諸
宗
派
を
一
貫 

す
る
伝
統
精
神
は
、

つ
い
で
迎
え
る
維
新
期
を
め
ぐ
っ
て
、
ど
の 

よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
通

仏

教

的

立

場

よ

り

禿

安

慧(

真

宗

・
本
派)

の

『
護
国
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新
論
』

三

巻
(

慶
応
三
—
明
治
一 

口
.

養

〇

徹

定

の

『
釈
教
正
謬
』 

三

巻
(

明
治
元)

と

『
仏
法
不
可
斥
論
』

一

巻(

明
迨
二)

・
蝦
丘 

宗

興

の

『
大
蔵
輔
国
集
』

三

巻
(

明
治
二)

な
ど
が
世
に
出
さ
れ 

て
、
思
想
面
よ
り
擁
護
す
る
と
共
に
、
天

台

に

村

田

寂

順

，
真
言 

に
釈
雲
照
な
ど
を
は
じ
め
、
わ
が
真
宗
か
ら
も
多
く
の
士
が
輩
出 

し
て
、
実
践
面
よ
り
時
代
に
応
え
ん
と
し
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
 

明
治
元
年
十
二
月
ハ
日
、
諸
宗
同
徳
会
盟
が
興
正
寺
で
開
か
れ
て 

よ
り
、
内
に
僧
侶
の
覚
醒
を
う
な
が
す
と
と
も
に
、
外
に
異
教
の 

折
伏
に
尽
さ
ん
と
す
る
指
針
が
と
ら
れ
、
と
く
に
明
治
六
年
、
切 

支
丹
禁
制
が
撤
去
さ
れ
る
や
、

お
も
に
対
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
が 

検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

か
く
て
、
聖
典
の
批
判
研
究
が
行 

わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

一
方
こ
れ
に
対
し
て
内
学
た
る
仏
典 

研
究
も
急
速
に
進
め
ら
れ
、
と

く

に

基

礎

的

な

業

蹟

と

し
て

『
大 

日
本
校
訂
大
蔵
経
』

四

百

十

九

冊
(

縮

冊

，
明
治
二
ニ
年
六
—

一
八 

年
七)

の
刊
行
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

こ
れ
に
は
島
田
蕃
根
と
福
田 

行
誡
の
努
力
を
忘
れ
て
は
な
ら
ず
、

こ
と
に
行
誡
は
、

こ
の
こ
ろ 

十
善
戒
を
設
立
し
て
戒
律
の
復
興
を
は
か
っ
た
雲
照
と
共
に
、
僧 

風
の
粛
正
に
つ
と
め
た
事
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

つ
い
で
、
明
治
二
十
二
年
に
至
り
、
大
日
本
帝
国
憲
法
に
信
教 

の
自
由
が
開
か
れ
て
、

こ
こ
に
宗
教
伝
道
が
活
潑
に
行
わ
れ
る
こ 

と
と
な
り
、
と
く
に
仏
教
者
側
か
ら
す
る
キ
リ
ス
ト
教
攻
撃
は
、

哲
学
的
見
地
よ
り
批
判
し
た
も
の
と
し
て
、
代
表
的
著
述
に
井
上 

円

了

の

『
仏
教
活
論
』

三

冊(

序

論

，
第
二
編
，
本
論
、
明
治
二
〇) 

が
あ
る
。

こ
れ
は
当
時
、
肺
患
に
も
か
か
わ
ら
ず
筆
を
執
っ
た
も 

の
で
、

こ

の
う
ち

第

二

編

の

「
顕
正
活
論
」

は
、
仏
教
十
二
宗
の 

教
義
に
わ
た
っ
て
述
べ
た
も
の
で
、
そ
の
後
の
概
論
書
の
先
駆
を 

な
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

か
く
て
、
村

上

専

精

の

『
日
本
仏
教 

一
貫
論
』(

明
治
二
三)

や

吉

谷

覚

寿

の

『
仏
教
総
論
』(

明
治
二
三) 

な
ど
の
刊
行
が
公
に
さ
れ
た
が
、

ま
た
一
方
、
大
内
青
巒
ら
仏
教 

外
護
者
の
系
統
を

引

く

黒

田

真

洞

の

『
大
乗
仏
教
大
意
』(

明
治
二 

六)

は
、

清

沢

満

之

の

処

女

作

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』(

二
六)

と
共 

に
、
不
朽
の
著
述
と
し
て
注
意
を
惹
く
も
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
宗
乗
の
研
究
に
対
し
、

ひ
ろ
く
余
乗
を
勉
学
す
る
場
合 

そ

の

初

期
に
お
い
て

は

多
く
『
ハ
宗
綱
要
』

や

『
三
国
仏
法
伝
通 

縁
起
』
が
用
い
ら
れ
、

西
本
願
寺
の
学
林
・
東
本
願
寺
の
学
寮
に 

お
い
て
も
、
両
書
に
も
と
づ
い
て
考
究
が
行
わ
れ
た
が
、
後
に
は 

新
し
い
編
集
が
望
ま
れ
て
、

ま
ず
前
者
に
関
し
て
は
小
栗
栖
香
頂 

の

『
仏
教
十
二
宗
綱
要
』(

一
九)

・
吉

谷

覚

寿

の

『
明
治
諸
宗
綱 

要
』(

ニ
ニ)

が
刊
行
さ
れ
、

つ
い
で

各

宗

協

同
で

『
仏
教
各
宗
綱 

要
』

十
二
巻
の
大
著
が
、
島

地

黙

雷'

盧
津
実
全
な
ど
を
委
員
と 

し
て
編
纂
さ
れ
、

明
治
二
十
九
年
に
出
版
さ
れ
た
。
な
お
、

こ
う 

し
た
教
義
面
で
の
論
政
は
、

つ
い
で

華
厳
・
天

台

・

因

明

・
性
相
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な
ど
一
連
の
研
究
を
助
長
し
、
さ
ら
に
は
原
典
・
教
理
の
研
究
へ 

と
展
開
し
て
、
南

条

文

雄

・
高
楠
順
次
郎
な
ど
に
よ
り
、
明
治
後 

半
期
に
入
っ
て
急
速
に
進
め
ら
れ
た
。

ま
た
、

こ
れ
と
同
時
期
に 

お
い
て
、
藤

井

宣

正

の

『
仏
教
小
史
』(

二
七)

・
村

上

専

精

の

『
仏 

教
史
林
』(

二
七)

に
は
じ
ま
る
史
学
研
究
は
、
前

田

慧

雲

，
松
本 

文

三

郎

・
舟
橋
水
哉
・
石
原
即
聞
を
は
じ
め
と
す
る
学
者
に
よ
っ 

て
開
拓
さ
れ
、
明
治
四
十
年
代
に
な
る
と
辞
典
・
全
書
な
ど
の
大 

部
の
も
の
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
(

井
上
哲
雄
編
『
真
宗 

学
匠
著
述
目
録
』

・
土
屋
詮
教
著
『
明
治
仏
教
史
』
に
依
る) 

以
上
、
わ
た
く
し
な
り
に
幾
つ
か
の
代
表
的
と
思
わ
れ
る
著
述 

を
と
り
あ
げ
て
、
明
治
期
に
お
け
る
仏
教
学
界
の
流
れ
を
点
描
し 

て
み
た
が
、

こ
う
し
た
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
真
宗
の
教
学
史
は 

如
何
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
、

い
ま
便
宜
的
に
三
派
に
分
け
て 

後
付
け
て
み
た
い
。
と
こ
ろ
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
明
治
の
当
初
、
 

真

宗

で

は

東

・
西
両
本
願
寺
、
高
田
専
修
寺
お
よ
び
仏
光
寺
の
四 

派
が
並
び
立
ち
、
他
は
後
に
別
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
省
略
し 

仏
光
寺
派
の
場
合
は
、
信

曉
(

安
政
五
年
寂)

の
提
撕
を
う
け
た
人 

々
も
い
る
が
、
そ
の
師
と
比
肩
す
べ
き
学
僧
を
み
な
い
た
め
に
割 

愛
し
、
も

っ
ぱ
ら

本

願

寺
派

・
大
谷
派
お
よ
び
高
田
派
の
教
学
に 

つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
本
願
寺
派
に
お
い
て
は
、
幕

末

・
維
新
の
過
度
期
に
際
し

①

か
な
り
積
極
的
に
勤
皇
と
護
教
運
動
を
展
開
し
た
よ
う
で
あ
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
、
皇
室
と
の
接
近
を
考
え
る
に
、
第
十
三
世
良
如 

上
人
の
継
室
が
九
条
家
よ
り
嫁
せ
ら
れ
て
よ
り
、
そ
の
の
ち
次
第 

に
摂
家
と
の
関
係
が
深
ま
っ
て
、
本
山
内
部
に
あ
っ
て
は
既
に
早 

く
よ
り
尊
皇
の
態
度
が
示
さ
れ
て
い
た
。
今

、

つ
ぎ
に
問
題
と
な

る
宗
主
の
略
系
図
を
示
し
て
お
こ
う
。

——
住
如
光
澄

—
湛
如
光
啓

——
法
如
光
闡
—
文
如
光
暉
—
一

3
 

4

良
如
光
円
——
寂
如
光
常
——

ーーー——
本
如
光
摂
—
広
如
光
沢
—
明
如
光
尊
—
鏡
如
光
瑞

ー
ー
暉
宣

こ
の
う
ち
、

明
治
時
代
に
は

広

如

・
明

如

・
鏡
如
の
三
上
人
が

順
次
そ
の
法
灯
を
継
が
れ
た
が
、
と
く
に
明
如
上
人
の
場
合
、
明 

治
四
年
よ
り
三
十
六
年
ま
で
の
在
職
中
は
勿
論
、

そ
の
嗣
法
時
代 

に
お
い
て
も
父
広
如
上
人
を
扶
け
て
、
急
変
す
る
時
代
の
波
に
如

何
に
対
処
す
る
か
に
つ
き
、
率
先
し
て
事
に
当
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ 

と
が
多
か
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
明
如
上
人
は
慶
応
三
年
十
二
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月
二
十
六
日
、
朝
廷
の
召
に
よ
り
父
上
人
に
代
っ
て
参
内
し
、

こ 

こ
に
宗
門
を
あ
げ
て
勤
皇
に
邁
進
す
る
事
を
決
意
さ
れ
た
。

か
く 

て
翌
四
年
正
月
三
日
、
学
林
に
達
書
を
下
し
て
、
そ
の
冒
頭
に
勤 

皇
を
あ
か
す
と
共
に
、
所
化
の
遵
守
す
べ
き
制
条
を
示
さ
れ
た
。 

つ
い
で
、
そ

の

年(

明
治
改
元)

四

月

の

直

命

趣

意

書

に

は

「
猶
更 

正
学
一
際
精
研
切
磋
琢
磨
之
上
、
兼
学
外
学
押
渡
、
愈
以
自
信
教 

人
信
之
本
意
不
レ
可
一
ー
取
失
一
候
、

近
来
排
仏
邪
教
之
徒
蔓
延
せ
し 

め
、

正
法
を
誑
惑
せ
ん
と
欲
る
時
節
に
候
得
者
、
僧
分
不
学
に
而 

者
迪
も
防
貶
之
策
略
も
難
レ
及
哉
と
痛
慮
此
事
候
条
、

飽
迄
破
邪 

顕
正
之
懇
念
に
住
し
、
門
徒
教
導
に
不
レ
怠
厳
護
法
城
之
志
を
励
し 

猶
又
王
政
御
一
新
之
御
旨
末
々
迄
厚
申
諭
し
、
尤
行
状
堅
固
に
相 

慎
み
懈
怠
に
不
レ
流
、
天
下
遊
民
之
名
を
不
レ
招
様
、
修
学
専
務
に 

相
心
得
、
弥
以
真
宗
興
隆
仏
法
増
レ
輝
、

日
夜
に
顕
一
一
誠
志
一
候
様 

希
所
に
候
也
」

と
、
以
っ
て
当
時
に
お
け
る
宗
門
の
実
態
を
も
知 

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
今
こ
れ
を
端
的
に
い
え
ば
、
勤
皇
の
姿
勢 

を
公
示
す
る
と
共
に' 

外
に
他
よ
り
の
排
仏
に
対
し
、
内
に
自
ら 

の
懈
怠
を
誡
め
て
、
進
む
べ
き
指
針
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
も
の 

で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
は
、

さ
ら
に
広
如
上
人
に
よ
っ
て
同
年
九 

月

の

竜

谷

会(

大
谷
本
廟
の
報
恩
講)

に
際
し
、
同
じ
宗
門
に
流
れ 

を
汲
む
者
に
と
っ
て
の
、
共
通
の
実
践
面
を
門
末
に
示
さ
れ
た
も 

の
で
あ
る
が
、

つ
い
で
、
広
如
上
人
の
遷
後
ま
も
な
く
出
さ
れ
た

明
治
四
年
十
月
十
五
日
付
の
美
濃
国
和
讃
講
へ
与
え
ら
れ
た
消
息 

に

は

「
夫
前
住
の
御
遺
訓
に
も
、
相
承
の
正
意
を
決
得
し
真
俗
ニ 

諦
の
法
義
あ
や
ま
ら
ず
、
現
生
に
は
、
皇
国
の
忠
良
と
な
り
、

罔 

極
の
朝
恩
に
酬
ひ' 

来
世
に
は
西
方
の
往
生
を
と
げ
、
永
劫
の
苦 

難
を
ま
ぬ
か
る
る
身
と
な
ら
れ
候
や
う
と
示
し
給
へ
り
」
と
、

は 

じ

め

て

「
真
俗
二
諦
」

の
語
が
用
い
ら
れ
た
。
な
お
学
林
に
あ
っ 

て
は
、

明
治
二
年
十
二
月
に
き
め
ら
れ
た
試
験
論
題
に
、
内

学

・
 

外
学
の
夫
々
六
題
中
、
内

学

に

「
信

願

交

際

・
信

因

行

業

・
住
持 

三

宝

・
因

果

応

報

・
真
俗
二
諦
・
蓄
妻
瞰
肉
」
と
あ
っ
て
、
す
で 

に
早
く
使
わ
れ
て
い
る
事
を
知
り
う
る
。

か
く
て
、

こ
の
真
俗
二 

諦
を
め
ぐ
っ
て
、
宗
学
者
に
よ
る
教
義
の
解
説
が
行
わ
れ
た
が
、
 

今
め
ぼ
し
い
も
の
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
蝦

丘

宗

興

の

『
真
宗
二
諦 

弁
』(

明
治
ハ)

・
島

地

黙

雷

の

『
真
俗
鈎
鎖
』(

八)

・
東
陽
円
月 

の

『
真
宗
捷
義
』(

ニ
ニ)

・
原

口

針

水

の

『
四
恩
弁
』(

一
五)

な 

ど
が
あ
り
、
赤

松

連

城

も

「
興
隆
雑
誌
」
第
一
号
に
二
諦
の
関
係 

を
述
べ
る
。

こ
の
う
ち
、
島
地
の
併
行
説
は
、
赤
松
の
流
出
説
と 

共
に
注
意
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

の
ち
に
は
彼
も
ま
た
流
出
説 

を
採
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

つ
い
で
、

明
治
も
中
葉
を
迎
え
る
と
、

よ
う
や
く
宗
学
に
関
す 

る
著
述
が
お
お
く
、

こ
れ
に
伴
っ
て
先
学
故
人
の
著
書
も
数
多
く 

出
版
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
が
、
又
こ

の
時

期

に

概

説

・
概
論
の
書
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が
出
さ
れ
た
事
も
留
意
さ
れ
る
。
ま
ず

右
に
つ
い
て

『
教
行
信
証
』 

を
解
釈
し
た
代
表
作
と
し
て
は
、
足

利

義

山

の

『
教
行
信
証
摘
解
』 

九
巻(

三
三)

と

円

月

の

『
本
典
仰
信
録
』

ハ
巻(

三
〇)

が
あ
り
、
 

両
書
は
全
く
対
象
的
な
著
述
で
あ
っ
て
、
後
者
は
明
快
に
義
を
決 

し
て
、

こ
と
に
行
信
論
に
一
見
識
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た 

既
に
な
き
学
匠
の
も
の
と
し
て
は
、
特
に
石
泉
僧
叡
と
同
門
の
大 

瀛

、

お
よ
び
道
隠
と
柔
遠
の
空
華
派
の
著
書
が
次
の
通
り
刊
行
さ 

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
僧

叡

の

論

考

よ

り

は

『
寒
風
夜
話
』(

ニ
ニ)
-
 

『
正
信
偈
要
訣
』

ニ

巻
(

二
七)

・
『
易
行
品
義
記
』(

二
九)

・

『
往 

生
要
集
偏
帰
箋
』(

二
九)

・
『
選
択
集
義
疏
』

二

巻
(

二
九)

・
『
伝 

絵
私
記
』(

二
九)

・
『
三
帖
和
讃
観
海
篇
』

ハ

巻
(

三
〇)

・
『
教
行
信 

証
述
聞
』
六

巻(

三
一)

な
ど
が
あ
り
、

15
園
学
派
の
大
瀛
の
も
と 

に

『
真
宗
安
心
十
諭
』

二

巻
(

二
七)

・
『
愚
禿
鈔
仰
高
記
』

三
巻 

(

二
八)
-

『
教
行
信
証
義
例
略
讃
』(

三
二)
-

『
論
衡
編
』(

三
二)

な 

ど
が
出
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
一
方
、
堺
空
華
の
道
隠
の
も
の
と
し 

て

は

『
御
文
明
灯
鈔
通
関
』
二

巻
(

一
九)

・
『
御
文
明
灯
鈔
』
十
五 

巻
(

二
六)

二
教
行
信
証
略
讃
』

十

八

巻(

二
九)

が
あ
り
、
さ
ら 

に
越
中
空
華
の
柔
遠
の
講
録
よ
り
は
『
教
行
信
証
六
要
鈔
指
玄
録
』 

十
五
巻(

ニ
ー)

の
大
部
の
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

こ
う 

し
て
求
め
て
ゆ
く
と
、

お
お
む
ね
石
泉
と
空
華
の
二
学
派
に
分
け 

て
う
か
が
い
う
る
か
ら
、

し
た
が
っ
て
当
時
の
宗
学
研
究
は
、
そ

の
ど
ち
ら
か
に
属
し
て
考
究
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る6

さ
ら
に
、

二 

十
年
代
に
お
け
る
概
要
書
を
あ
げ
る
と
、
斎

藤

聞

精

の

『
仏
教
或 

問
』(

二
三)
.

前

田

慧

雲

の

『
真
宗
入
門
指
南
』(

二
五)

・
井
上
円 

了

の

『
真
宗
哲
学
』(

二
六)
-

北

畠

道

竜

の

『
真
宗
真
要
』(

二
六) 

・
姫

宮

大

円

の

『
台
宗
論
要
』(

二
九)

な
ど
が
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
本
願
寺
派
に
あ
っ
て
は
、

は
や
く
承
応
の

38
牆

・

⑤
 

明
和
の
法
論
・
三
業
惑
乱
な
ど
の
宗
義
安
心
上
の
紛
擾
が
つ
づ
き 

と
く
に
三
業
惑
乱
は
多
く
の
学
派
の
分
裂
を
生
む
結
果
と
な
り
、
 

他
派
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な 

伝
統
の
中
で
明
治
の
中
期
に
い
た
り
、
宗
学
研
究
が
さ
か
ん
と
な 

る
や
、

一
つ
の
大
き
な
安
心
事
件
が
お
こ
っ
た
。

こ
れ
は
、

い
わ 

ゆ

る

「
円
月
の
滅
罪
論
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
東
陽
円
月
が
明 

治

二

十

三

年

の

安

居

本

講

に

「
愚
禿
鈔
」
を
講
じ
た
時
に
物
議
を 

か
も
し
、
遂
に
本
山
の
取
調
べ
と
な
っ
て
、
赤
松
連
城
と
足
利
義 

山
が
こ
れ
に
当
っ
た
。

一
方
、
そ
の
の
ち
二
十
五
年
に
は
、
松
島 

善
海
が
父
善
譲
の
説
を
つ
い
で
行
信
論
に
つ
い
て
発
表
す
る
や
、
 

こ
れ
に
対
し
て
円
月
は
直
ち
に
反
駁
を
こ
こ
ろ
み
た
。
今
こ
れ
を 

学
系
的
に
み
た
場
合
、

円
月
は
月
珠
の
弟
子
で
あ
る
か
ら
、
も
と 

は
空
華
学
派
に
属
す
る
の
に
対
し
、
義
山
と
連
城
は
夫
々
に
石
泉 

二
仍
園
の' 

慧
雲
を
祖
と
す
る
芸
轍
の
流
れ
を
く
む
か
ら
、
も
と
も 

と
相
い
対
立
す
る
学
系
に
あ
っ
た
事
を
知
り
う
る
。

こ
の
う
ち
、
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と
く
に
空
華
と
石
泉
両
派
の
対
立
は
、
前
者
に
円
月
、
後
者
に
義 

山
と
い
う
学
匠
を
迎
え
て
、

い
つ
か
は
激
し
い
論
戦
の
行
わ
れ
る 

こ
と
を
想
像
し
う
る
が
、

さ
ら
に
今
度
は
共
に
空
華
に
属
す
る
、
 

月
珠
と
同
門
の
性
海
を
師
と
す
る
善
譲
の
所
説
に
対
し
て
、

円
月 

の
論
難
に
は
何
か
秘
め
ら
れ
た
問
題
の
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。 

右
の
う
ち
、

ま
ず
円
月
と
義
山
と
の
論
争
を
考
察
す
る
と
、
す 

で
に
先
学
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
円
月
の
主
張
す
る
滅
罪
論
の 

中
心
問
題
は
、

お
お
よ
そ
次
の
如
く
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ 

う
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
一
念
に
お
い
て
、
願
力
不
思
議
を
も
っ
て 

全
て
の
罪
を
消
滅
し
終
っ
た
、
と
い
う
点
を
力
説
し
て
、

一
般
に 

い
う
信
後
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
地
獄
行
き
の
機
で
あ
る
と 

す
る
考
え
方
を
破
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、

こ
の
地
獄
行
き 

の
機
に
つ
い
て
、
義
山
は
受
法
の
機
と
性
得
の
機
の
二
つ
に
分
け 

て
、
受
法
の
機
に
お
い
て
は
、
信
一
念
に
お
い
て
既
に
三
世
の
業 

障
を
滅
尺
す
る
が
、
性
得
の
機
相
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
底
下 

の
愚
人
で
あ
り
、
貧
瞋
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
か
ら
し
て
、
信
後
も 

な
お
必
ず
地
獄
行
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の 

基
づ
く
と
こ
ろ
を
義
山
は
、
善
導
の
二
種
深
信
に
つ
い
て
、
信
機 

信
法
は
そ
の
体
一
つ
に
し
て
而
も
二
種
厳
然
と
し
て
あ
る
か
ら
、
 

二
種
深
信
の
機
と
は
性
得
の
機
で
あ
っ
て
受
法
の
機
で
な
い
と
甄 

別
す
る
。

か
く
て
義
山
は
、
も
し
深
信
の
機
を
強
い
て
受
法
の
機

と
す
れ
ば
、

正
定
聚
の
菩
薩
を
摂
取
す
る
こ
と
と
な
り
、
受
法
の 

機
と
性
得
の
機
と
を
取
違
え
、
信
相
と
得
益
を
濫
し
て
、
種
々
の 

混
乱
と
矛
盾
と
を
も
た
ら
す
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
円
月
は
、
 

こ
の
よ
う
な
理
解
は
捨
機
の
機
と
信
機
の
機
と
を
混
同
し
、

二
種 

一
具
の
信
心
に
仏
因
円
満
し
て
、
滅
罪
生
善
の
徳
が
完
備
し
て
い 

る
事
を
知
ら
な
い
か
ら
、
後
続
の
心
の
上
に
お
い
て
、
念
々
に
罪 

の
滅
す
べ
き
必
要
を
考
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
正
し
い
二
種
深
信 

の
釈
意
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。

以
上
、
見
解
の
相
異
点
を
要
約
し
て
み
た
が
、

こ
れ
は
単
に
対 

立
的
な
両
者
の
学
説
と
い
う
の
み
で
は
な
く
、

そ
の
根
源
は
既
に 

宗
祖
親
鸞
の
上
に
あ
い
異
な
る
二
潮
流
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ 

う
で
あ
る
。
今
こ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
す
れ
ば
、
親
鸞
に
は
七 

祖
を
継
承
す
る
伝
承
と
、

さ
ら
に
天
台
を
相
承
す
る
伝
統
と
が
認 

め
ら
れ
、
前
者
は
如
来
論
に
お
い
て
有
始
無
終
の
始
覚
法
門
思
想 

で
あ
り
、
衆
生
論
に
お
い
て
有
性
説
を
立
て
る
も
の
で
、

こ
の
潮 

流
に
属
す
る
も
の
と
し
て
石
泉
学
派
の
伝
統
が
考
え
ら
れ
る
に
対 

し
て
、
後
者
は
無
始
無
終
の
本
覚
法
門
思
想
に
し
た
が
い
、
無
性 

説
を
と
っ
て
い
る
が
、

こ
の
潮
流
に
空
華
学
派
は
属
す
る
も
の
と 

考
察
さ
れ
る
。(

普
賢
大
円
著
『
真
宗
教
学
の
発
達
』
に
よ
る)

し
た
が 

っ
て
、
明
治
に
な
っ
て
石
泉
と
空
華
の
両
派
が
、

互
い
に
相
手
の 

缺
点
を
衝
い
て
論
争
を
繰
り
返
す
の
は
、
も
と
よ
り
宗
学
研
究
の
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上
で
当
然
な
成
行
と
思
わ
れ
る
が
、
実
は
漸
次
そ
れ
が
微
に
入
り 

細
を
う
が
っ
て
、

さ
ら
に
は
同
一
学
派
の
中
に
も
異
見
を
生
む
こ 

と
と
な
り
、

つ
い
に
は
破
斥
と
会
通
の
み
に
走
る
こ
と
が
多
か
っ 

た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
趨
勢
よ
り
、
同
じ
空
華
に
属
す
る
円 

月
と
善
海
と
の
対
立
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
善

海

は

『
行 

信
私
憂
弁
』

に
お
い
て
、

つ
ぎ
の
如
き
四
条
を
あ
げ
て
弁
述
を
こ 

こ
ろ
み
た
。

ー
 

ー
ー
先
づ
三
願
に
原
づ
き
て
真
仮
の
分
斉
を
弁
ず 

ニ
ー-
聞
信
一
念
の
端
的
事
相
の
称
名
あ
り
と
す
る
の
非
を
論
ず 

三
一
一
聞
信
一
念
の
端
的
法
理
の
称
名
あ
り
と
す
る
の
非
を
論
ず 

四
一-
聞
信
一
念
の
即
是
其
行
は
名
号
大
行
に
し
て
、
称
名
行
に 

非
ざ
る
こ
と
を
論
ず

こ
の
う
ち
第
三
条
は
、
南

渓

・
宝
雲
の
説
を
評
し
た
あ
と
、

石 

泉

の

『
本
典
述
聞
』

を
難
じ
、

さ

ら

に

月

珠

の

『
本
典
対
問
記
』 

と

『
行
信
義
』

に
つ
い
て
破
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち 

そ

の

問

題

点

は

「
聞
信
一
念
衆
生
未
だ
称
せ
ざ
れ
ど
も
、
而
も
能 

称
の
徳
を
具
し
法
理
と
し
て
同
時
に
称
名
あ
り
」
と
す
る
月
珠
の 

学
解
は
、
石
泉
の
義
と
同
じ
で
あ
る
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
 

月
珠
の
社
中
は
大
い
に
騒
ぎ
、

そ

の

衣

鉢

を

つ

ぐ

円

月

が

『
読
行 

信
私
憂
弁
』

を
書
い
て
反
論
し
た
。
す
な
わ
ち
同
書
に
よ
れ
ば
、
 

師

の

著

『
行
信
義
』

は

「
前
法
主
殿(

広
如)

の
時
、
月

珠

・
玄
雄

-

善
譲
の
三
師
に
命
じ
て
行
信
の
義
を
述
て
差
出
さ
し
め
給
ふ
、
 

月
珠
師
最
先
に
之
を
述
て
御
用
僧
教
宗
寺
に
差
出
す
、
即
行
信
義 

是
な
り
と
」
あ
り
、

つ

づ

い

て

「
教
宗
寺
之
を
善
譲
師
に
見
せ
し 

め
し
に
、
善
譲
師
之
を
破
斥
し
て
法
体
直
爾
の
行
を
以
て
、
行
巻 

の
大
行
を
弁
ぜ
ら
れ
た
り
、
月
珠
師
之
を
見
て
そ
の
難
を
会
釈
な 

し
て
教
宗
寺
へ
差
出
さ
れ
た
り
」
と
記
述
さ
れ
、
円
月
対
善
海
の 

論
争
に
先
立
っ
て
、
月
珠
と
善
譲
の
対
立
の
あ
っ
た
事
を
知
り
う 

る
。
と
く
に
、
善

譲

が

月

珠

を

評

し

て

「
称
名
正
因
の
計
」
と
し 

た
事
は
、

両
者
の
対
立
を
生
み
、
さ
ら
に
善
譲
・
善
海
の
信
昌
閣 

と
円
月
の
東
陽
学
寮
が
、

と
も
に
豊
前
国
に
対
峙
す
る
以
上
、

両 

学

派

は

感

情

的

・
権
勢
的
な
意
味
を
も
含
ん
で
対
立
を
深
め
た
よ 

う
で
あ
る
。

な
お
、

こ
う
し
た
宗
学
研
鑽
上
の
論
議
は
、

つ
い
で
明
治
後
期 

に
お
い
て
、

一
連
の
論
題
研
究
に
関
す
る
著
書
を
も
た
ら
す
こ
と 

と
な
っ
た
。

こ
の
う
ち
、

主
な
る
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、

円
月
の 

『
本
願
成
就
文
四
十
題
』

二

巻
(

三
三)

・

同

『
本
典
論
要
百
二
十 

題
』

ハ

巻
(

三
四)

・
原

口

針

水

の

『
宝
章
三
十
二
題
講
説
』

ニ
巻 

(

三
六)
-

米

村

永

信

の

『
宗
要
安
心
論
題
』(

四
〇)

・
足
利
義
山 

の

『
真
宗
安
心
三
十
題
啓
蒙
』(

四
一)

・
同

『
真
宗
百
題
啓
蒙
』 

(

四
二)
-

利

井

鮮

妙

の

『
宗
要
論
題
決
択
篇
』

十

巻
(

四
三)

な
ど 

が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
複
雑
な
宗
学
研
究
の
歴
史
を
簡
潔
に
ま
と
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め
た
も
の
と
し
て
、
初

め

に

前

田

慧

雲

の

『
本
願
寺
派
学
事
史
』 

(

三
四)

が
あ
り
、
後

に

西

谷

順

誓

の

『
真
宗
教
義
及
宗
学
之
大
系
』 

(

四
四)

の
労
作
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

① 

宮
崎
円
遵
著
『
本
願
寺
派
勤
皇
事
績
』

に
は
、
広
如
上
人
を
は
じ
め 

超

然

・
覚

応

・
月

性

・
黙

霖
-

礼

厳

・
鉄
然
・
阴
朗
，
見

乗

，
離
蓋

-

松
井
中
務
の
事
績
が
述
べ
ら
れ
て
あ
る
。

② 

上
原
芳
太
郎
著
『
光
顔
院
籌
子
夫
人
』

の

附

録

「
歴
代
女
儀
の
小
歴 

並
に
そ
の
宗
教
的
活
動
」

に
よ
れ
ば
、
第
十
三
世
良
如
上
人
の
継
室 

は
如
室
尼
と
称
し
、
八
条
宮
智
仁
親
王
の
妹
で
あ
り
、
第
十
四
世
寂 

如
上
人
の
室
如
瑞
尼
は
鷹
司
信
房
の
女
で
あ
る
。
ま
た
第
十
五
世
住 

如
上
人
は
九
条
兼
晴
の
三
男
で
寂
如
上
人
の
九
女
に
配
す
。
さ
ら
に 

第
十
六
世
湛
如
上
人
の
室
如
舜
尼
は
閑
院
宮
・
第
十
七
世
法
如
上
人 

の
室
如
教
尼
は
九
条
・
第
十
八
世
文
如
上
人
と
第
十
九
世
本
如
上
人 

は

二

条

，
第
二
十
世
広
如
上
人
も
九
条
家
よ
り
入
嫁
さ
れ
て
い
る
。

③ 

『
明
如
上
人
伝
』(

昭
和
二
年
刊-

明
如
上
人
廿
五
回
忌
記
念
出
版) 

ニ
ニ
〇
頁
に
所
載
。

④ 

『
仏
教
各
宗
綱
要
』
第

五

冊

の

「
真
宗
」
は
島
地
の
監
修
と
み
ら
れ 

る
が
、
そ

の

中

に

「
故
一
一
本
宗
二
諦
ノ
教
格
タ
ル
、
此
俗
諦
ノ
通
義 

ヲ
履
行
ス
ル
ハ
、
他
ヨ
リ
仮
り
来
テ
之
ヲ
行
フ
ー
ー
非
ス
、
先
ー
一
領
受 

セ
ル
仏
ノ
大
悲
、
所
謂
真
諦
他
カ
ノ
安
心
ヨ
リ
、
自
然
二
流
レ
出
ル 

信
後
報
恩
海
ノ
波
瀾
ナ
ル
者
ナ
リ
」
と
、
以
っ
て
流
出
説
な
る
こ
と 

が
知
ら
れ
る
。

⑤ 

該
事
件
に
つ
い
て
は
『
竜
谷
大
学
三
百
年
史
』

の
第
十
一
章
「
承
応

閱
牆
」

，
第

十

二

章

「
明
和
法
論
」

お
よ
び
第
三
篇
「
三
業
惑
乱
」 

に
詳
し
い
。

⑥

『
竜
谷
大
学
論
叢
』
第

二

九

三

号(

「
明
治
仏
教
研
究
」-

昭
和
五
年 

ハ
月
発
行)

中
に
雲
山
竜
珠
稿
「
東
陽
円
月
師
の
滅
罪
論
」
と
豊
水 

楽

勝

稿

「
足
利
義
山
師
の
二
種
深
信
説
」

に
よ
っ
て
、
問
題
の
内
容 

と
経
過
が
知
ら
れ
る
。

二

つ
ぎ
に
大
谷
派
に
て
は
、

は
や
く
教
如
上
人
が
家
康
よ
り
優
遇 

を
う
け
て
以
来
、
幕
府
と
本
山
と
の
関
係
は
密
接
で
あ
っ
て
、

こ 

う
し
た
事
が
幕
末
を
迎
え
て
も
積
極
的
に
勤
皇
攘
夷
に
た
ち
向
う 

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
も
、
文
政
か
ら
安
政 

へ
か
け
て
の
加
州
の
靜
論
は
「
助
け
給
へ
」

の

続

・
不
続
の
論
争 

と
し
て
北
陸
一
帯
に
ひ
ろ
が
り
、
頓

成

・
是
海
一
件
な
ど
が
お
こ 

り
、
教
諭
に
対
す
る
反
駁
が
繰
り
返
さ
れ
て
、

よ
う
や
く
宗
学
研 

究
も
生
気
を
缺
く
状
態
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
外
に
鎖
国
思
想
の 

解
消
と
と
も
に
、
外
国
文
化
を
謳
歌
せ
ん
と
す
る
時
、
と
く
に
外 

教
の
蔓
延
に
際
し
て
、
自
衛
と
破
邪
の
た
め
に
立
ち
あ
が
る
こ
と 

と
な
っ
た
が
、
今
こ
う
し
た
事
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
に 

当
時
の
歴
代
宗
主
を
か
か
げ
る
こ
と
と
す
る
。
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-1
現
如
光
瑩
一
彰
如
光
演

20
21I

勝

縁
 

達
如
光
朗!

厳
如
光
勝
—I

勝

尊

I

瑩

誠

I

瑩

亮

-1
勝

信

と
こ
ろ
で' 

よ
う
や
く
尊
皇
派
が
抬
頭
す
る
や
、
遂
に
東
本
願 

寺
で
も
勤
皇
へ
踏
み
き
る
こ
と
と
な
り
、
明
治
元
年
正
月
、
江
戸 

の
兵
が
西
上
す
る
噂
が
あ
っ
た
の
で
、
厳
如
上
人
は
法
嗣
と
路
を 

分

っ
て

近
江

・

美

濃.

尾
張
を
経
て
三
河
へ
入
り
、

ひ
ろ
く
門
徒 

に
勤
皇
を
説
く
と
共
に
、
次
子
の
勝
縁
を
飛
驛
へ
向
わ
せ
て
信
徒 

よ
り
多
大
の
金
穀
を
献
上
さ
せ
て
い
る
。

か
く
て
、
同
年
七
月
の 

御

触

書

に

は

「
護
法
有
志
ノ
僧
侶
、
尊
慮
ノ
程
有
難
被
奉
敬
承
猶 

御
門
徒
末
々
ノ
面
々
心
得
違
無
之
様
可
被
申
諭
候
」
(

『
厳
如
上
人 

御
事
績
記
』)

と
、

そ
の
指
針
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

一
方
こ
れ
よ
り
前
、
苦
悶
し
つ
つ
あ
る
宗
門
を
し
て
、
愛
山
護 

法
の
念
の
も
と
に
活
躍
し
た
学
匠
に
竜
温
が
あ
る
。
彼
は
文
久
二 

年

に

『
闢
邪
護
法
策
』

二
巻
、
翌

年

『
急
策
文
』

一

巻

と

『
禦
謗 

慨
譚
』
一
巻
を
著
わ
し
、
さ

ら

に

慶

応

元

年

に

は

『
総
斥
排
仏
弁
』 

一
巻
を
草
し
て
、

ひ

ろ

く

儒

学

・
国

学

・

神

道

・
基
督
教
よ
り
す 

る

排

仏

に

対

し

「
当
今
の
時
勢
を
覚
知
せ
し
め
、
護
法
の
志
を
激 

甚
せ
し
め
ん
」
と
、
宗
門
僧
徒
に
時
勢
の
省
察
と
護
法
精
神
の
高

揚
を
強
く
促
し
た
。
も
っ
と
も
、

こ
う
し
た
警
告
に
は
東
西
両
本 

願
寺
を
は
じ
め
、
仏
光
寺
・
興
正
寺
そ
し
て
専
修
寺
を
加
え
て
、
 

同
じ
排
仏
毁
釈
に
対
し
て
如
何
に
対
処
す
る
か
を
、
共
通
の
課
題 

と
し
て
互
に
緊
密
な
連
絡
の
も
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
に
運
動
が
展
開 

さ
れ
た
が
、

と
く
に
東
本
願
寺
で
は
竜
温
と
共
に
法
主
の
信
任
あ 

つ
か
っ
た
空
覚
が
、

明
治
四
年
に
逆
徒
の
た
め
に
暗
殺
さ
れ
た
が 

こ
れ
は
同
じ
年
に
三
河
で
大
浜
事
件
の
た
め
殉
死
し
た
石
川
台
嶺 

と
共
に
、
明
治
の
護
法
史
上
に
お
け
る
悲
痛
な
犠
牲
で
あ
っ
た
。 

而
し
て
、

こ
れ
よ
り
さ
き
闢
邪
護
法
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
対 

し
、
小

栗

栖

香

頂
が

明

治

元

年

四

月

に

『
日
本
刀
』

六
巻
を
著
わ 

し
て
、

百
ヶ
条
を
列
ね
て
痛
撃
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、

一
派 

の
機
関
と
し
て
同
年
ハ
月
九
日
、
護
法
場
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
は 

特
に
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今

こ

れ

に

つ

い

て

『
明
治
宗 

門
雑
記
』(

大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵)

よ
り
抜
粋
す
る
と
、
護
法
場
規 

定
と
し
て

ー
、
護
法
大
綱
弁
述
之
事 

ー
、
破
邪
要
人
会
読
之
事 

ー
、
立
義
問
答
之
事 

以
上
の
三
条
が
さ
だ
め
ら
れ
、
護

法

学

科

に

は

国

学

・
儒
学
・ 

天

学

・
洋
学
が
規
則
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
。
も
っ
て
当
時
の
教
学 

状
況
が
う
か
が
わ
れ
る
が' 

こ
う
し
た
動
き
が
洋
学
中
と
く
に
キ
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リ
ス
ト
教
研
究
に
、
細
川
千
巌
や
竜
山
慈
影
を
長
崎
に
赴
か
せ
て 

学
問
さ
せ
る
と
共
に
、
護
法
場
の
講
義
に
お
い
て
は
、
時
局
に
応 

じ
た
も
の
が
積
極
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
今
こ
う
し
た
事
を
調 

べ
る
と
、

ま
ず
明
治
二
年
の
正
月
、
空

覚

が

「
釈
教
正
謬
」
を
講 

じ
、
同
年
八
月
に
は
、
法

住

が

「
護
法
要
論
」
を
開
席
し
て
い
る 

が
、
地
方
で
は
此
の
年
の
二
月
に
、
晃
耀
が
遠
州
で
「
護
法
総
論
」 

を
、

つ
い
で
八
月
に
は
、
竜

温

が

三

河

本

証

寺

で

「
仏
説
法
滅
尽 

経
」
を
開
筵
し
て
い
る
。

こ

の

ほ

か

義

導

は

『
護
法
建
策
』

を
草 

し
て
、
厳
如
上
人
に
意
見
を
具
申
し
た
が
、

つ

い

で

『
随
喜
閑
愁 

録
』

一
巻
を
著
わ
し
て
王
法
を
と
き
『
天
恩
奉
戴
録
』

一
巻
に
お 

い
て
仏
法
の
国
益
を
の
べ
、

さ

ら

に

『
仏
為
優
塡
王
説
王
法
政
論 

経
略
註
』

一
巻
を
作
る
な
ど
、

か
か
る
方
向
で
の
護
法
に
終
始
し 

た
。(

『
続
真
宗
大
系
』
第
二
十
巻
所
収
の
「
大
谷
派
学
事
史
」
，
「
大
谷
派 

学
事
史
略
年
表
」
に
依
る)

と
こ
ろ
で
、
当

派

に

お

け

る

「
真
俗
二
諦
」

の
使
用
は
、
明
治 

ハ
年
六
月
に
出
さ
れ
た
厳
如
上
人
の
消
息
が
初
見
で
あ
る
。
す
な 

わ
ち
、

こ

の

消

息

は

「
五
箇
条
篇
目
の
御
消
息
」
と
い
わ
れ
る
も 

の
で
、

そ

の

中

に

「
二
諦
相
依
の
宗
教
」

の
語
が
用
い
ら
れ
て
、
 

そ
れ
以
後
、

こ
の
二
諦
に
つ
い
て
論
述
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

一
方 

こ
う
し
た
な
か
で
、
学

徒

の

規

範

と

し
て

慧

然

の

『
学
軌
十
則
』 

(

寛
保
二
年
著)

が
、

明
治
二
十
年
に
再
刊
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注

意
す
べ
き
こ
と
で
、

そ
の
こ
ろ
僧
風
の
粛
正
が
も
と
め
ら
れ
た
事 

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、

さ
ら
に
一
生
不
犯
に
し 

て
自
誡
に
厳
し
か
っ
た
、
徳

竜
(

安
政
五
年
寂)

の
著
作
が
広
く
用 

い
ら
れ
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
。
す

な

わ

ち

『
捷
五
常
義
略
弁
』 

二
巻
が
明
治
十
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
の
に
は
じ
ま
り
、

『
坊
守
教 

誡
聞
書
』(

三
一)

・

『
仏
法
王
法
輪
翼
章
法
語
』(

三
二)

・

『
真
宗 

僧
家
之
庭
訓
』(

三
五)

な
ど
が
次
々
に
出
さ
れ
て
い
る
。 

さ
て
飜
っ
て
、
大
谷
派
の
宗
学
研
究
の
歴
史
を
概
観
す
る
と
、
 

そ
の
当
初
よ
り
本
願
寺
派
に
み
ら
れ
る
如
き
、
き
わ
だ
っ
て
複
雑 

な
分
裂
は
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
も
っ
と
も
学
系
の
分
流
は 

か
な
り
多
種
に
な
っ
て
ゆ
く
が
、

し
か
し
、

か
つ
て
深
励
の
ご
と 

き
学
匠
が
出
で
て
、

そ
れ
ま
で
の
宗
学
を
ま
と
め
あ
げ
た
こ
と
、
 

お
よ
び
本
願
寺
派
に
み
ら
れ
る
宗
学
上
の
大
き
な
惑
乱
事
件
が
な 

か
っ
た
事
な
ど
が
、

そ
の
後
も
宗
学
を
志
す
者
は
、

た
い
て
い
深 

励
の
著
書
に
も
と
つ
い
て
勉
学
す
る
と
い
う
習
い
と
な
り
、

こ
の 

こ
と
は
明
治
の
中
期
に
な
っ
て
宗
学
研
究
が
盛
ん
に
な
る
と
、

又 

こ
こ
に
深
励
の
講
録
が
続
々
と
出
版
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う 

で
あ
る
。
次
に
そ
れ
ら
を
年
時
順
に
あ
げ
る
と
、

『
興
御
書
講
義
』 

三

巻
(

一
八)

・
『
選
択
集
講
義
』
五
巻(

一
九)
-

『
教
行
信
証
講
義
』 

二

十

巻(

二
〇)
-

『
文
類
聚
鈔
講
義
』

十
巻(

ニ
ー)

・
『
六
合
釈
講 

話
』

三

巻
(

ニ
ー)

二
三
帖
和
讃
講
義
』

十

二

巻(

ニ
ニ)

・
『
文
類
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正
信
偈
講
義
』

ニ

巻
(

二
三)

・
『
正
信
偈
講
義
』

ハ

巻
(

二
四)
-
 

『
念
仏
往
生
願
講
義
』

ニ

巻
(

二
四)

・
『
言
南
無
者
講
義
』(

二
五) 

，
『
三
祖
一
致
弁
』(

二
五)
.

『
聖
人
一
流
御
文
講
義
』(

二
五)

・
 

『
無
量
寿
経
講
義
』

十

巻
(

二
六)

・
『
阿
弥
陀
経
講
義
』

ハ

巻
(

二 

七)
,

『
一
枚
起
請
文
講
義
』

二

巻
(

二
七)

・
『
愚
禿
鈔
講
義
』(

二 

七)

・
『
気
御
草
稿
三
帖
和
讃
』(

二
七)

・
『
末
代
無
智
御
文
講
義
』 

三

巻
(

二
七)

・
『
観
無
量
寿
経
講
義
』

十

巻
(

二
八)

・
『
往
生
論
註 

講
述
』
十

二

巻(

三
〇)
-

『
観
経
四
帖
疏
講
義
』

二

十

巻(

三
〇) 

・
『
選
択
集
廿
五
箇
異
同
弁
』(

三
〇)

・
『
改
悔
文
聞
書
』(

三
一)
.
 

『
信
心
獲
得
御
文
講
義
』(

三
一)

・
『
歎
異
鈔
講
義
』(

三
二)

な
ど
で 

あ
る
。
な
お
、

こ
う
し
た
深
励
の
多
方
面
に
亘
る
も
の
と
共
に
、
 

順

芸

の

『
称
名
信
楽
ニ
願
希
決
』

二
巻(

三
一)

は
、
第

十

七

・
十 

ハ
両
願
の
深
意
を
発
揮
し
た
も
の
と
し
て
再
評
価
さ
れ
、
南
条
神 

興

の

『
広
文
類
論
草
』

五
巻
も
三
十
一
年
に
再
び
世
に
出
さ
れ
、
 

い
ず
れ
も
今
日
に
至
る
ま
で
用
い
ら
れ
る
。

又
こ
の
同
じ
時
期
に 

宗
学
研
究
を
綜
合
統
一
し
た
い
と
い
う
要
求
か
ら
、
吉
谷
覚
寿
の 

『
仏
教
大
旨
』(

一
九)

と

『
仏
教
総
論
』(

一
三
一)

、
村
上
専
精
の
『
真 

宗
要
領
』(

二
三)

・
小
栗
憲
一
の
『
真
宗
教
旨
』(

三
二)

お
よ
び
佐 

々

木

最

収

の

『
真
宗
要
義
弁
』(

二
六)

な
ど
の
概
説
書
が
刊
行
さ 

れ
た
。

以
上
、
明
治
中
期
に
お
け
る
宗
学
研
究
に
関
す
る
論
著
の
う
ち

目
ぼ
し
い
も
の
を
あ
げ
た
が
、
実

は

か

か

る

考

究

に

お

い

て

「
た 

の

む

・
た
す
け
た
ま
へ
」

の
義
に
つ
い
て
安
心
上
の
論
争
が
激
化 

し
、

か
な
り
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
宗
門
を
動
揺
さ
せ
た
。
す
な 

わ
ち
、

こ

れ

は

占

部

観

順

が

本

山

要

路

の

学

匠

を

「
請
求
だ
の

@'

み
」

と
し
て
批
判
し
た
事
に
も
と
づ
く
よ
う
で
あ
る
。

か
く
て
、
 

明
治
二
十
三
年
、
そ
れ
に
関
す
る
現
如
上
人
の
垂
示
が
発
せ
ら
れ 

た
。

か
く
て
、

三
十
年
に
な
っ
て
彼
の
所
説
を
不
穏
当
と
し
て
取 

調
べ
が
あ
り
、

つ
い
に
三
十
二
年
七
月
に
宗
外
へ
攬
斥
さ
れ
、

や 

む
な
く
彼
は
興
正
寺
へ
転
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、

こ 

の
事
件
に
あ
た
っ
て
、
前
述
し
た
西
派
の
東
陽
円
月
が
彼
を
応
援 

し
た
こ
と
も
あ
ず
か
っ
て
、
容
易
に
拾
収
の
つ
か
な
い
状
態
で
あ 

っ
た
。
今
、

そ
の
論
争
を
考
察
す
る
に
先
立
っ
て
、

一
応
そ
の
略 

歴
を
記
す
る
と
、
観
順
は
文
政
七
年
に
摂
津
国
中
島
で
生
れ
た
が 

の
ち
三
河
国
西
尾
の
唯
法
寺
へ
入
り
、

累

進

し

て

嗣

講

と

な

っ 

た
。

つ
い
で
二
十
ハ
年
の
日
清
戦
争
中
、
高
倉
学
寮
の
安
居
夏
講 

に
際
し
て
副
講
を
つ
と
め
た
。
時
に
本
講
は
細
川
千
巌
で
あ
っ
た 

が
、

こ

の
夏
講
の
あ
と
前
々
よ
り
抱
持
せ
る
「
信
順
授
託
説
」

を 

強
調
し
て
、
あ
え
て
垂
示
の
内
諭
に
も
承
服
し
な
か
っ
た
た
め
、
 

三
十
二
年
七
月
に
は
学
階
を
奪
わ
れ
、
派
外
追
放
の
極
科
に
処
せ 

ら
れ
た
た
め
、

や
む
な
く
興
正
派
に
転
じ
て
四
十
四
年
に
歿
し
た 

と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
安
心
問
題
の
発
端
を
も
と
め
る
と
、
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す
で
に
早
く
明
治
十
四
年
、
占
部
と
雲
英
晃
耀
と
の
法
義
上
の
争 

い
が
あ
り
、
雲

英

が

「
た
す
け
た
ま
へ
」

を
請
求
と
し
た
こ
と
に 

よ
り
、
翌
十
五
年
四
月
に
は
、
本
山
大
寝
殿
に
お
い
て
占
部
と
細 

川

千

巌

・

宮

地
義

天

・
武
田
行
忠
と
の
対
話
が
な
さ
れ
、
聞
役
と 

し
て

樋

口

竜

温

・
南
条
神
興
が
立
会
っ
た
。

し
か
し
対
論
の
和
合 

は
み
ら
れ
ず
、

よ
う
や
く
南
条
の
慫
憑
に
よ
り
占
部
が
意
底
書
を 

差
出
し
た
た
め
、
そ
の
後
、

し
ば
ら
く
平
穏
に
過
ぎ
た
よ
う
で
あ 

る
。
と
こ
ろ
が
二
十
一
年
に
、

ふ
た
た
び
問
題
が
表
面
化
さ
れ
る 

や
、

こ
こ
に
二
十
三
年
十
二
月
二
日
、
現
如
上
人
よ
り
垂
示
が
下 

さ
れ
た
。
す

な

わ

ち

「
法
義
の
惑
ひ
易
き
者
等
数
条
を
撰
び
、
講 

師
嗣
講
を
し
て
審
議
せ
し
め
し
に
、
穏
当
な
る
左
の
答
申
を
な
せ 

り
」
と
て 

ー
、

た
の
む
の
事

ー
、

た
す
け
た
ま
へ
の
事 

ー
、
所
帰
の
饌
の
事

ー
、
凡
そ
和
語
の
解
釈
に
強
て
漢
語
を
当
て
て
聖
教
に
な
き
新 

名
目
に
類
す
る
語
は
猥
り
に
用
ひ
ざ
る
を
穏
な
り
と
す 

の
四
箇
条
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
占

部

は

『
御
垂
示
頂
戴
録
』(

二
八)

を
著
わ 

し

「
近
古
願
生
帰
命
意
業
募
り
の
病
根
は
此
の
タ
ス
ケ
タ
マ
へ
の 

語
を
誤
解
し
た
る
に
因
る
」
と

し

て

「
タ
ス
ケ
タ
マ
へ
は
即
ち
請

求
也
と
弁
ぜ
ら
れ
た
れ
ど
、
拙
老
は
此
の
説
に
従
い
難
し
。
善
導 

の
御
疏
の
熟
字
あ
れ
ど
も
或
は
致
敬
如
来
請
求
加
護
と
あ
り
。
或 

は
請
求
別
行
と
あ
り
て
、
皆
釈
迦
如
来
に
就
き
た
る
文
字
に
し
て 

唯
信
正
因
の
安
心
門
の
信
相
を
物
語
っ
た
証
文
と
は
成
り
難
し
と 

存
ず
る
」
と
、
も
し
信
順
の
ほ
か
に
請
求
を
要
す
る
と
す
れ
ば
、
 

か

つ

て

の

『
願
生
帰
命
弁
』

の
轍
を
踏
む
も
の
と
し
て
痛
烈
に
批 

判
す
る
。

そ
し
て
更
に
、
本

宗

の

「
タ
ス
ケ
タ
マ
へ
」

に
つ
い
て 

『
御
文
』

を

あ

げ

て

「
如
上
タ
ス
ケ
給
へ
は
信
順
の
義
な
り
。
其 

語
勢
に
於
て
は
所
帰
に
約
し
崇
敬
に
約
し
所
期
に
約
す
る
も
、
語 

意
は
信
帰
の
二
字
を
示
し
給
ふ
の
で
あ
っ
て
、
仏

体

請

求

に

非
 

ず

。

又
タ
ス
ケ
給
へ
は
其
の
体
タ
ノ
ム
と
、
同
一
な
れ
ど
、
前
者 

は
初
一
念
に
局
り
、
後
者
は
初
後
に
通
ず
る
。
信
心
は
固
よ
り
初 

後
同
一
相
続
な
る
も
、
雑
行
捨
て
て
後
生
助
け
給
へ
と
他
力
に
向 

ふ
事
、
即
ち
信
受
の
一
念
は
初
一
念
に
局
る
と
云
ふ
べ
し
」

と
、
 

そ
こ
に
西
山
・
鎮
西
と
異
る
と
こ
ろ
を
も
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
な 

信
順
説
に
対
し
、
細
川
と
吉
谷
は
垂
示
の
趣
旨
を
う
け
て
た
っ
が 

こ
の
う
ち
細
川
は
三
十
年
に
歿
し
た
た
め
、

そ
の
後
は
主
と
し
て 

吉
谷
が
当
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今

、

三
十
一
年
の
暮
に
発
表
し
た 

『
改
悔
文
』

の

解

釈

に

よ

る

と

「
頼
む
と
い
ふ
に
信
順
の
義
と
請 

求
の
義
と
あ
り
。
信
順
の
義
は
如
来
招
喚
の
勅
命
を
聞
て
、

一
念 

に
疑
心
な
き
は
信
順
の
義
也
。
然
る
に
信
順
は
帰
命
の
義
、
命
は
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命
令
で
招
喚
の
勅
命
也
」
と
、

つ

づ

い

て

「
帰
は
帰
順
で
勅
命
に 

信
順
す
る
也
。
け
れ
ど
も
、
帰
命
は
元
と
是
れ
南
無
の
二
字
に
含 

蓄
す
る
義
で
、
南
無
に
度
我
救
我
の
義
も
あ
る
。
度
我
救
我
と
い 

ふ
時
は
助
け
た
ま
へ
と
弥
陀
に
す
が
る
思
が
あ
る
」
と
、
あ
き
ら 

か
に
信
順
請
求
兼
有
の
説
を
主
張
し
、

さ

ら

に

「
衆
生
と
弥
陀
と 

能
帰
と
所
帰
と
物
柄
は
二
つ
に
見
ゆ
れ
ど
も
全
く
体
は
一
也
。
決 

し
て
自
力
疑
心
の
行
者
が
助
け
給
へ
と
す
が
る
と
は
異
也
」
と
、
 

以
っ
て
そ
の
大
要
が
知
ら
れ
る
。(

『
日
本
こ
ー
八
一
号) 

以
上
、
少
し
く
両
者
の
所
説
を
窺
っ
て
み
た
が
、

こ
の
よ
う
な 

両
説
を
ば
宗
学
上
よ
り
み
た
場
合
、

一
方
的
に
占
部
説
を
異
安
心 

と
は
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
え
っ
て
、
後
に
書
か
れ 

た

石

川

舜

台

の

『
真
宗
安
心
之
根
本
義
』(

大
正
一
ニ)

に
み
ら
れ 

る
所
論
が
、
実
は
占
部
の
主
張
と
殆
ど
差
異
の
な
い
こ
と
は
何
を 

物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
事
に
つ
い
て
、

か
つ
て 

『
三
宝
叢
誌
』

に
政
略
的
意
味
の
あ
っ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
が 

そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
あ
る
如
く
、
革
新
派
の
石
川
舜
台
と
保
守
派 

の
渥
美
契
縁
と
の
対
立
・
抗
争
の
具
に
使
わ
れ
た
事
も
認
め
な
く 

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
渥
美
派
の
制
圧
下
に
法
義
取 

調
べ
が
行
わ
れ
、

そ
の
著
『
御
垂
示
頂
戴
録
』
・
『
二
種
深
信
略
述
』 

(

二
九)

・
『
破
塵
問
対
』

二

巻
(

三
一)

の
三
部
を
不
穏
当
の
書
と 

し
て
、

一
方
的
に
師
命
背
反
の
故
を
以
っ
て
罰
せ
ら
れ
た
こ
と
は

後
に
右
の
著
書
を
読
む
も
の
に
と
っ
て
、
何
か
割
り
切
れ
な
い
も 

の
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

① 

『
宗
史
編
修
所
報
』(

大
谷
派
宗
学
院
発
行)

第
十
五
号
の
小
串
侍
稿 

「
東
本
願
寺
と
幕
府
と
の
関
係
」

に
よ
る
。
な
お
、
そ
こ
に
は
教
如

上
人
か
ら
乗
如
上
人
ま
で
の
関
係
を
年
次
順
に
記
載
す
る
。

② 

は
や
く
平
松
理
英
著
『
廻
瀾
始
末
』

や
田
中
長
嶺
著
『
明
治
辛
未
殉 

教
絵
史
』
な
ど
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
護
法
運
動
を
ま
と
め
た
論
政 

と

し

て

柏

原

祐

泉

稿

「
明
治
初
年
の
護
法
一
揆
に
就
て
」
(

『
大
谷 

学
報
』
二
八
ノ

三
・
四
合
併
号)

が
あ
る
。

③ 

占
部
事
件
に
つ
い
て
は
水
谷
寿
稿
「
占
部
観
順
事
件
に
就
い
て
」 

(

『
宗
学
研
究
』
第
四
号)

に
問
題
点
を
ま
と
め
た
が
、

『
竜
谷
大
学 

論
叢
』
第
二
九
三
号
に
も
大
沼
善
隆
稿
「
明
治
時
代
に
於
け
る
請
求 

だ
の
み
の
検
討
」
と
題
し
て
可
成
り
詳
し
く
論
じ
、
と
く
に
占
部
対 

細
川
の
私
憤
と
両
者
に
ま
つ
わ
る
保
守
，
革
新
派
に
つ
い
て
、

つ
つ 

こ
ん
だ
意
見
が
な
さ
れ
て
あ
る
。

三

さ
ら
に
高
田
派
の
場
合
は
、

そ
の
宗
門
機
構
上
で
の
法
主
の
地 

位
、
と
く
に
教
学
面
に
お
け
る
権
威
は
極
め
て
強
く
、

こ
れ
は
ー 

派
の
教
学
を
指
導
し
、
規

制

す

る

も

の

と

し

て

「
御
書
」

の
価
値 

は
、
教
団
の
指
針
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
高
田 

派
に
お
け
る
教
学
の
変
遷
は
、

こ

の
御
書
の
述
作
・
発
布
に
も
と 

づ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
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ま
ず
、

こ
れ
に
先
だ
っ
て
、
高
田
専
修
寺
の
伝
統
相
承
中
、
同 

寺
中
興
の
真
慧
上
人
よ
り
明
治
期
の
堯̂

上
人
ま
で
の
世
代
を
図 

示
す
れ
ば
次
く
如
く
で
あ
る
。

〇 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

真

慧

——
真

智

—
応

真

—
堯

慧
"

堯

真

儿

堯

秀

ド

堯

朝

—
一

(

光
徳
院)

(

超
光
院)
(

厳
雲
院)
(

教
授
院)

一
 

厂
堯 

円
—
円 

猷
—
円 

遵
——
円 

祥"

円 

禧
—
堯 

獺 

ハ
看
光
莊'!
&ゝ
0
心
ノ 

、
無
上"

ノ

^

真
無6
シ
ハ
话
涂※

ノ

「
金
剛
心
ノ 

(

嚴

院

」

氤

官

」
^

官

」

蛊

宫

」

6-
営

」

ご

院

宮

」

※

离
田
派
の
み
、
血
緣
開
探
をX
で
示
し
た,

と
こ
ろ
で
、
第
二
十
一
世
の
堯
懲
上
人
は
、
円

遵

・

円

祥

・
円 

禧
上
人
と
同
様
に
有
栖
川
宮
よ
り
入
ら
れ
、
第
二
十
世
の
円
禧
上 

人
が
文
久
元
年
五
月
ハ
日
に
四
十
五
歳
で

寂
さ
れ
た(

『
勤
行
偈
』 

の
う
ち
「
次
第
相
承
」
に
よ
る)

あ
と
、

専
修
寺
の
住
持
職
を
継
が 

れ
、
大
正
ハ
年
五
月
二
十
三
日
に
七
十
六
歳
で
寂
さ
れ
る(

『
本
山 

報
告
』)

ま
で
、
治
山
五
十
九
年
に
も
及
び
、

こ
の
間
に
下
さ
れ
た 

御
書
は
年
時
順
に
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全 

七
通
の
発
示
年
時
を
し
め
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
通 

慶
応
二
年
正
月
十
五
日 

第

二

通

明

治

四

年

九

月 

第

三

通

明

治

ハ

年

十

月

十

六

日 

第

四

通

明

治

十

年

七

月 

第

五

通

明

治

十

七

年

二

月

第
六
通 

明
治
三
十
一
年
三
月
十
六
日 

第

七

通

大

正

ハ

年

五

月

二

十

二

日 

右
に
よ
っ
て
分
る
よ
う
に
、
明
治
時
代
の
も
の
は
第
二
通
か
ら 

第
六
通
ま
で
の
五
通
で
あ
っ
て
、

こ

の
う
ち

第
二
通
の
中
に
「
身 

口
意
三
業
ノ
過
失
ヲ
ッ
ッ
シ
ミ
王
法
ヲ
本
ト
シ
仁
義
ヲ
先
ト
シ
テ 

天
理
ー
ー
戻
ラ
ズ
人
道
ヲ
守
り
常
二
政
府
保
護
ノ
鴻
恩
ヲ
仰
ギ
国
民 

タ
ル
ノ
義
務
ヲ
励
ミ
同
行
互
二
和
順
シ
テ
世
出
世
ト
モ
ニ
ウ
ル
ハ 

シ
ク
相
続
ア
ル
ベ
ク
候
モ
ノ
ナ
リ
」
と
い
う
よ
う
に
、
第
四
通
を 

の

ぞ

い

た

外

は

皆

「
コ
ノ
ウ
ヘ
ハ
」(

第
一
・
ニ
・
五
・
七
通)

、
「
候 

上
ハ
」
(

第
三
通)

、

「
サ
フ
ラ
フ
ゥ
へ
ー
一
ハ
」
(

第
六
通)

と
こ
と 

わ
っ
て
、

国
体
良
民
の
本
分
を
教
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、

ま
さ
に 

真

諦

門

に

対

す

る

俗

諦

門

の

内

容
を

具

体

的

に

示
す

も

の
で

あ 

る
。

た

だ

「
二
諦
」

の
名
が
御
書
の
上
に
出
て
く
る
の
は
第
七
通 

に
お
い
て
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
明
治
十
七
年
の
当
派
宗
制
に
、
 

「
二
諦
相
資
ノ
教
義
」
と
戴
せ
ら
れ
る
か
ら
、
既
に
明
治
中
葉
に 

は
漸
次
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、

こ

う

し

た

「
真
俗
二
諦
」

の
表
現
は
、
時
代
の
要 

請
と
共
に
、
東
西
両
本
願
寺
と
の
交
流
に
よ
る
も
の
と
推
察
さ
れ 

う
る
が
、

一
方
、

こ
れ
は
高
田
の
伝
統
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る

②
 

と
、
す

で

に

第

十

九

世

円

祥

上

人

の

『
宣
教
護
国
論
』

に

「
夫
レ 

一
切
ノ
仏
法
生
死
涅
槃
ノ
義
ヲ
開
導
ス
ル
ヲ
以
テ
極
致
ト
ス
ト
イ
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へ
ト
モ
コ
レ
ヲ
世
間
俗
諦
ノ
上
ニ
用
ル
ト
キ
ハ
マ
タ
コ
レ
治
国
平 

天
下
ノ
徳
政
修
身
五
行
ノ
指
南
ソ

モ
ソ

モ
マ
タ
ソ
ナ

ワ
レ
リ(

巻 

上)

と
も
、
又

は

「
出
世
ノ
法
ニ
ハ
諸
仏
菩
薩
幷
二
諸
神
等
ヲ
モ 

カ
ロ
シ
メ
ス
ト
ハ
ー
宗
ノ
作
業
門
ヲ
明
シ
玉
フ
コ
ト
上
来
ノ
如
ト 

イ

へ
ト

モ
前-
一
ハ
世
間
俗
諦
門
二
約
シ
以
下
ハ
出
世
間
門
真
諦
門 

ヲ
標
ス
」(

巻
下)

と
、
本
書
ニ
巻
の
上
に
明
ら
か
に
二
諦
の
内
容 

と
関
係
を
述
べ
ら
れ
る
。

し
か
も
、

こ
の
円
祥
上
人
の
著
書
は
、
 

さ
ら
に
第
十
四
世
の
堯
秀
上
人
の
御
書
を
演
繹
さ
れ
た
も
の
で
あ 

る
か
ら
、

二
諦
教
義
の
源
泉
は
堯
秀
上
人
に
も
と
め
る
事
が
で
き 

る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
堯

漑

上

人

の

御

書

に

「
コ
コ
ヲ
以
テ
第
十 

四
世
伝
燈
上
人
深
ク
コ
レ
ヲ
鑑
ミ
テ
ー
紙
ノ
法
語
ヲ
ツ
ヅ
リ
道
俗 

男
女
宿
善
開
発
ノ
時
イ
タ
リ
他
力
廻
向
ノ
信
心
ヲ
決
得
シ
タ
ル
其 

ノ
領
解
ノ
オ
モ
ム
キ
ヲ
示
シ
タ
マ 

へ
リ
ス
ナ
ハ
チ
之
ヲ
改
悔
文
ト 

名
ヶ
或
ハ
領
解
文
ト
称
シ
候
」(

第
四
通)

と
、
あ
き
ら
か
に
そ
の 

初
め
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

こ

こ

に

い

う

『
改
悔
文
』

の
述 

作
に
は
慧
雲
が
参
画
し
、
信

心

正

因

・
称
名
報
恩
を
以
っ
て
貫
か 

れ
て
い
る
。

し
か
る
に
一
方
、
高
田
派
の
宗
風
に
は
真
慧
上
人
に 

お
け
る
称
名
行
を
重
視
す
る
伝
統
が
あ
り
、
第
十
八
世
円
遵
上
人 

は
と
く
に
戒
律
面
に
留
意
さ
れ
る
と
共
に
『
改
悔
文
』

を
改
作
し 

『
安
心
領
解
文
』

と
し
て
門
末
に
下
付
さ
れ
た
が
、
今
ま
た
堯
淞 

上
人
に
よ
っ
て
元
へ
戻
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、

こ
う

し
た
改
変
は
何
故
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て 

慶

応

二

年

の

御

書

に

「
僧
侶
ハ
己
ガ
本
分
ヲ
マ
モ
リ
予
ガ
不
徳
ヲ 

カ
サ
子
ザ
ル
ヤ
ウ
法
義
弘
通
ノ
輔
作
フ
カ
ク
コ
ヒ
子
ガ
フ
ト
コ
ロ 

ナ
リ
コ
ノ
ウ
へ 

ハ
ナ
ル
ベ
キ
カ
ギ
リ
三
業
ノ
過
失
ヲ
ッ
ッ
シ
ミ
緇 

素
タ
ガ
ヒ
ニ
和
順
シ
テ
神
妙
ニ
法
義
ヲ
相
続
ス
ベ
キ
コ
ト
肝
要
ニ 

テ
サ
フ
ラ
フ
」(

第
一
通)

と
あ
っ
て
、

三
業
の
過
失
と
関
連
す
る 

問
題
が
、

こ
の
こ
ろ
当
派
に
お
い
て
も
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ 

る
。
今
、

こ
の
事
に
つ
い
て
う
か
が
う
に
、
慶
応
元
年
よ
り
同
二

③

年
に
か
け
て
安
心
問
題
が
お
こ
り
、
先

の

如

く

「
御
決
判
御
書
」
が 

下
さ
れ
た
。
而
し
て
、

こ
の
御
書
に
つ
い
て
の
忍
州(

环
阿
昨
坪
#'
す) 

の
講
義
に
よ
る
と
、
本
山
を
中
心
と
し
て
南
方
に
あ
た
る
南
勢
と 

北
方
の
北
勢
に
分
れ
、
南
勢
側
は
二
法
別
体
の
安
心
を
つ
の
り
、
 

信
後
一
念
の
称
名
を
待
っ
て
往
生
す
る
と
談
じ
、

こ
れ
に
対
し
て 

北
勢
側
は
、
信
心
決
定
す
る
最
初
の
一
念
口
称
を
待
た
ず
し
て
、
 

往
生
は
一
定
す
る
と
反
駁
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
は
俗
に 

「
一
念
九
念
之
不
正
義
」
と
い
い
、
略

し

て

「
一
九
の
異
安
心
」 

と
北
勢
側
か
ら
い
わ
れ
た
が
、

こ

の

南

勢

の

指

導

者

は

小

山(

一
 

志
郡
小
山)

の

祥

明(

青
厳
寺
住
・
清
水
谷)

で
、

そ

れ

に

玉

垣(

現 

，
鈴
鹿
市
内)

の
鑑
秀
が
北
勢
に
あ
っ
て
応
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ 

た
。

し
か
も
実
は
、

こ
の
祥
明
は
円
祥
上
人
秘
蔵
の
弟
子
で
、
連 

枝
と
し
て
上
人
よ
り
特
別
の
待
遇
を
う
け
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
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前
述
の
如
き
信
行
具
足
を
信
行
対
決
へ
と
展
開
し
て
、
信
後
の
称 

名
を
強
調
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
方
、
北
勢
の
方
は
忍
成
・
泰 

玄
・
忍
州
を
中
心
と
し
て
烈
し
い
反
撃
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
後 

を
う
け
て
堯
懑
上
人
は
、
安
心
問
題
を
御
書
の
上
で
粛
正
す
る
と 

共
に
、

三
条
教
則
に
そ
っ
て
真
俗
二
諦
の
内
容
を
示
さ
れ
た
。
と 

こ
ろ
で
、

こ
の
時
代
の
初
期
に
活
躍
し
た
人
物
と
し
て
、

先
に
あ 

げ
た
学
匠
の
ほ
か
に
長
谷
部
円
祁
・
松
山
忍
成
・
稲
垣
堪
空
な
ど 

が
あ
り
、
後

期

に

は

武

内

義

淵

・
松

山

忍

明

・
竹

内

宜

啓

・
堅
田 

麗

厳

・
覚
井
乗
厳
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
(

生
桑
完
明
先
生
よ
り
の 

教
示
に
よ
る)

こ
の
う
ち
、
覚
井
乗
厳
は
松
島
善
譲
の
信
昌
閣
に
学
び
、
堅
田 

麗
厳
も
ま
た
東
陽
円
月
に
師
事
し
た
と
い
う
。
今
こ
れ
ら
の
人
達 

の
中
で
、
真
宗
教
義
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
堅
田
麗 

厳

の

「
浄
土
真
宗
の
要
義
」

一
篇
を
採
り
あ
げ
て
、

明
治
期
に
お 

け
る
当
派
の
代
表
的
見
解
と
し
た
い
。
な
お
、

こ

の

講

義

は

『
高 

田
講
座
』

の
昭
和
五
年
号
に
載
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が' 

そ
の 

は

じ

め

に

「
往
時
研
究
せ
し
事
柄
を
そ
の
儘
」
と
、

こ
と
わ
っ
て 

あ
る
事
か
ら
し
て
、

そ
の
論
旨
は
早
く
明
治
時
代
よ
り
の
も
の
と 

考
え
ら
れ' 

以
下
そ
の
摘
要
を
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
総 

説

に

は

「
真
諦
・
俗
諦
」
と

題

し

て

「
浄
土
真
宗
の
教
義
を
搔
い 

つ
ま
ん
で
云
へ
ば
、
真
俗
二
諦
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
他
宗
に
異

っ
た
一
宗
の
別
看
板
と
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
し
て
、
堯
懲
上 

人

の

御

遺

訓
(

注

，
御
書
第
七
通
を
指
す)

の

一

節

が

示

さ

れ

「
拟 

て
本
宗
の
真
俗
二
諦
の
教
義
は
そ
も
そ
も
何
れ
よ
り
出
て
来
る
か 

と
考
へ
る
と
全
く
第
十
八
願
の
願
海
よ
り
流
れ
出
た
る
も
の
で
、
 

そ

の

本

源

は

第

十

八

願

の

全

文

が

そ

れ

で

あ

る

」

と

し

、

以
下
に 

「
一
、
出
拠
」
・
「
二
、
名
義
」
ム

三

、
本
源
」
と
言
及
し
、
別
論 

に

は

真

諦

と

し

て

「
信

前

信

後

・
三
信
十
念

・

信

因

称

報

・
称
名 

正
業
」

の
四
論
題
を
、
俗

諦

に

つ

い

て

は

「
唯
除
五
逆
」
を
明
か 

し
、
結
論
に
二
諦
相
資
を
述
べ
て
終
る
。

と
こ
ろ
で
、

そ
の
二
諦 

の
関
係
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
流
出
説
に
入
れ
ら
る
べ
き
で
、
 

か

つ

て

は

願

家(

高
田
派
の
本
願
寺
に
対
す
る
私
称)

と

の

間

に

一

線 

を
画
し
た
当
派
の
教
学
も
、

よ
う
や
く
時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
 

そ
の
独
自
性
を
く
ず
し
て
い
っ
た
よ
う
に
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
。

① 

高
田
派
本
山
発
行
・
奥

に

「
右 

金
剛
心
院
殿
消
息
」
と
あ
る
。
な 

お
堯
鳳
上
人
は
、
は
じ
め
円
褪
と
名
づ
け
ら
れ
た
が
、

の
ち
堯
獺
と 

改
め
ら
れ
、
そ
の
号
は
墨
山
と
申
す
。

② 

『
高
田
学
報
』
第
十
八
輯
に
全
文
所
載(

三
日
市
寿
福
寺
蔵
写
本)

。
 

な
お
、
そ
の
解
説
は
第
十
九
輯
に
生
桑
先
生
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

③ 

『
高
田
学
報
』
第
二
輯
に
竹
内
宜
啓
輯
と
し
て
「
高
田
派
慶
応
年
間 

安
心
問
題
研
究
資
料
」
を
、

つ
づ
い
て
第
三
輯
に
も
資
料
が
掲
載
さ 

れ
、
事
件
の
概
要
が
知
ら
れ
る
。

〔「
近
世
仏
教
の
形
成
に
関
す
る
綜
合
研
究
」

の
分
担
課
題
の
報
告
〕
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